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訴
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効
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条
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む
　
　
す
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一
　
は
　
し
　
が
　
き

判

坂

口

裕

英

　
検
察
官
の
訴
追
行
為
に
は
、
訴
訟
法
上
、
い
ろ
い
ろ
な
制
約
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
制
約
の
多
く
は
、
被
告
入
の
利
益
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
訴
追
行
為
を
時
間
的
に
制
限
す
る
公
訴
の
時
効
も
、
そ
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
民
は
こ
の
時

間
的
制
限
に
よ
っ
て
、
　
一
定
時
間
を
経
た
事
件
を
理
由
に
起
訴
さ
れ
る
と
い
う
危
険
を
免
れ
て
お
り
、
　
こ
の
点
を
誤
っ
た
起
訴
は
、
結

局
、
層
免
訴
の
裁
判
に
よ
り
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
起
訴
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
不
当
な
訴
追
か
ら
被
告
人
を
救
済
す

る
こ
と
で
あ
り
、
公
訴
時
効
に
は
、
こ
の
よ
う
な
救
済
的
機
能
の
み
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
公
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

時
効
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
実
体
的
刑
罰
権
の
実
現
を
．
阻
止
す
る
条
件
の
「
つ
で
あ
る
こ
と
に
は
澗
違
は
な
い
。

　
そ
こ
で
以
下
二
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
て
と
に
す
る
。
一
」
っ
は
、
我
が
国
の
現
行
法
の
も
と
で
も
、
公
訴
時
効
を
、
従
来
通
り
に

実
体
的
審
判
の
条
件
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
て
と
で
あ
り
、
監
他
は
、
．
公
訴
時
効
が
、
刑
罰
権
の
実
現
を
阻
止
す
る
条
件
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で
あ
る
た
め
に
は
、
「
同
時
に
、
実
体
的
刑
罰
権
の
消
滅
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
之
と
で
あ
る
。
具
体
的
忙
検
討
す
れ
ば
現

説　
　
行
法
の
も
と
で
は
、
公
訴
時
効
が
、
必
ず
七
も
現
実
に
億
、
実
体
審
判
（
実
体
判
決
と
実
体
審
理
）
の
条
件
と
な
っ
て
い
な
い
七
、
公
訴

論　
　
時
効
に
よ
っ
て
、
　
実
体
的
刑
罰
権
が
消
滅
し
て
い
み
と
考
え
る
必
要
も
な
い
。
　
そ
れ
に
反
し
噛
．
公
訴
時
効
が
実
体
審
判
の
許
容
性
の
条

　
　
件
で
あ
る
と
い
う
理
論
は
、
現
実
の
実
体
審
判
の
と
き
に
は
、
そ
の
条
件
の
存
在
の
擬
制
を
必
要
と
し
」
公
訴
時
効
が
実
体
権
消
滅
原
因

　
　
で
あ
る
と
す
る
理
論
は
、
ま
た
後
に
述
べ
る
よ
う
に
あ
る
擬
制
を
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
訴
時
効
が
、
直
接
、
検
察
官
の
訴

　
　
追
の
正
当
性
を
担
保
す
ゐ
訴
訟
法
上
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
擬
制
を
、
な
お
も
認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由

　
　
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
　
　
（
一
）
訴
訟
条
件
に
当
事
者
に
よ
る
処
分
主
義
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
直
ち
に
公
訴
時
効
が
、
被
告
人
の
利
益
の
た
め
で
は
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　
　
　
　
　
こ
れ
に
反
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
特
に
こ
の
点
か
ら
、
公
訴
時
効
の
公
益
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
o
h
」
）
o
p
コ
。
象
窪
畠
①
＜
鋤
げ
お
。
・
”
目
『
巴
鼠
島
①

　
　
　
　
　
傷
3
算
。
ユ
ヨ
貯
2
2
ら
①
冨
σ
q
一
q
・
一
①
江
。
口
幕
上
巴
①
o
o
ヨ
悔
麟
は
①
．
二
巴
ご
一
言
ざ
マ
ひ
N
り
…
切
墨
p
。
9
b
尽
9
ω
傷
Φ
買
o
o
巴
¢
『
①
冨
口
Ω
。
一
①
w
H
鴇

　
　
　
　
　
一
〇
い
O
　
℃
・
O
N
●

　
　
　
（
二
）
　
附
随
的
・
後
発
的
次
諸
事
情
に
よ
っ
て
、
結
局
、
実
体
的
刑
罰
権
の
実
現
が
阻
止
さ
れ
る
事
実
が
、
犯
罪
構
成
要
件
・
客
観
的
処
罰
条
件
・
訴

　
　
　
　
　
訟
条
件
の
い
ず
れ
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
か
は
、
そ
の
範
疇
の
立
て
方
如
何
に
よ
っ
て
一
概
に
決
し
得
な
い
問
題
で
あ
る
。
　
＜
σ
q
ド
ω
舞
①
お
U
δ

　
　
　
　
　
び
①
こ
①
昌
日
碧
げ
。
ω
β
口
冨
げ
①
σ
Q
【
ま
ρ
岡
。
。
，
畠
。
げ
巳
津
費
『
国
・
ζ
Φ
N
α
q
巽
曽
5
ざ
。
○
①
げ
ロ
H
冨
け
四
α
q
”
ω
．
一
馬
h
h
・
こ
れ
に
反
し
、
例
．
見
ば
、
ヴ
ェ

　
　
　
　
　
ル
ッ
ェ
ル
は
、
姦
通
罪
に
お
け
る
離
婚
判
決
を
訴
訟
条
件
と
し
て
い
る
（
≦
Φ
一
N
Φ
一
”
U
。
。
ω
U
Φ
三
ω
o
げ
①
ω
貫
9
、
博
①
o
プ
f
ひ
吊
船
h
一
・
這
U
c
。
・
ω
・
㎏
切
）
。
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二
　
公
訴
時
効
と
実
体
審
判
の
条
件

公
訴
時
効
に
限
ら
ず
、
実
体
的
条
件
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
只
冨
鋤

富
9
Φ
に
不
存
在
で
あ
れ
ば
、
形
式
裁
判
に
よ
っ
て
、
訴
訟
は
打



　
ち
切
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
実
体
審
理
を
す
る
利
益
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
実
体

　
　
的
条
件
は
訴
訟
条
件
と
は
な
ら
な
い
。
実
体
的
条
件
が
b
ユ
ヨ
鋤
♂
9
①
に
存
在
す
る
こ
と
が
実
体
審
理
の
許
容
性
の
条
件
で
あ
る
と
全

　
　
く
同
様
に
、
公
訴
時
効
等
の
訴
訟
障
碍
が
b
ユ
ヨ
鋤
♂
9
①
に
不
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
実
体
審
理
の
許
容
性
の
条
件
で
あ
る
。

　
　
　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
の
眉
瓜
ヨ
田
富
9
①
の
判
断
は
、
起
訴
状
ば
か
り
で
な
く
一
件
捜
査
書
類
等
、
主
に
書
類
を
中
心
に
、
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
　
所
に
入
手
し
う
る
す
べ
て
の
資
料
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
際
、
起
訴
状
の
公
訴
事
実
の
記
載
は
、
裁
判
所
の
判
断
を
拘
束
し
な
い
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
裁
判
所
は
判
断
の
際
噌
被
告
入
に
異
議
が
な
い
か
ど
う
か
を
問
い
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
我
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
特
別
の
裁
判
所
に
よ
る
特
別
の
手
続
と
い
う
も
の
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
起
訴
状
一
本
主
義
に

　
　
よ
る
判
断
資
料
の
制
限
が
あ
る
の
で
、
こ
の
胃
一
日
潜
貯
9
Φ
の
判
断
は
、
訴
因
の
形
式
的
審
査
に
制
限
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
被
告
人
の

　
異
議
を
問
い
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
義
務
も
な
い
。
し
か
し
、
大
体
に
お
い
て
、
起
訴
状
か
ら
判
断
し
て
、
実
体
条
件
も
、
訴
訟
条
件

　
も
存
在
す
る
と
判
断
す
れ
ば
、
実
体
審
理
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
裁
判
所
と
し
て
は
、
起
訴
状
に
よ
っ
て
、
訴
訟
条
件
、
あ
る

　
　
い
は
実
体
条
件
が
、
一
見
し
て
明
白
に
不
存
在
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
公
訴
棄
却
、
管
轄
違
、
免
訴
等
の
裁
判
に
よ
っ
て
訴
訟
の
中
止
を

　
し
て
お
け
ば
足
り
、
－
客
観
的
事
実
と
し
て
訴
訟
条
件
に
せ
よ
実
体
的
条
件
に
せ
よ
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
の
当
事
者
に
よ

　
る
事
実
の
証
明
を
基
礎
に
し
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
訴
訟
条
件
の
不
存
在
が
判
明
す
れ
ば
、
や
は
り
訴
訟
判
決
に
よ
っ

　
　
て
、
訴
訟
を
中
止
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
従
来
、
通
説
に
よ
る
と
、
訴
訟
条
件
は
、
実
体
判
決
の
条
件
7
，
」
あ
る
元
め
に
、
実
体
判
決
の
た
め
の
審
理
の
条
件
、
更
に
は
、
そ
の
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
始
の
条
件
と
考
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
に
は
無
理
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
行
法
の
よ
う
に
、
訴
訟
条
件
を
証
明
せ

説　
　
ず
、
そ
の
存
在
が
疑
わ
し
い
場
合
に
で
も
、
実
体
審
理
に
入
る
て
と
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
結
果
、
訴
訟
条
件
の
判
断
の
前

論　
　
に
、
訴
因
事
実
の
証
明
が
な
い
と
し
て
、
無
罪
の
判
決
が
可
能
に
な
る
場
合
が
で
て
く
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
体
判
決
の
条
件
で
あ
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曇ム
目冊」 説

る
と
は
い
え
な
く
な
る
。
そ
れ
で
は
、
無
罪
の
判
決
を
除
い
た
実
体
判
決
、
す
な
わ
ち
、
有
罪
判
決
の
条
件
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
た
と
え
ば
公
訴
時
効
の
不
存
在
は
、
有
罪
判
決
の
と
き
に
億
、
証
拠
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
実
体
法
上
の
要
件
事
実
の
存
在
が
証
拠
に
よ
・
っ
て
判
断
．
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
同

じ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
公
訴
時
効
も
、
実
体
法
上
の
要
件
も
、
土
ハ
に
有
罪
判
決
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
が
、

そ
れ
で
は
、
実
体
法
上
の
要
件
と
区
別
し
た
意
味
で
の
、
訴
訟
条
件
の
意
味
は
な
い
。
つ
ま
り
訴
訟
条
件
を
有
罪
判
決
の
条
件
と
呼
ぶ
の

で
あ
れ
ば
実
体
法
上
の
要
件
も
有
罪
判
決
の
条
件
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
く
り
か
え
せ
ば
、
公
訴
時
効
の
不
存
在
（
訴
訟
条
件
）
は
形
式
的
判
断
が
可
能
な
場
合
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
実
体
審
判
の
条
件

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
訴
因
に
よ
っ
て
公
訴
時
効
を
判
断
し
、
免
訴
の
裁
判
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
訴
蒔
効
が
訴
訟
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
理
由
に
は
何
ら
関
係
し
な
い
。
す
な
わ
ち
公
訴
時
効
が
た
と
え
実
体
条
件
で
あ
っ
て
も
、

訴
因
に
ま
っ
て
直
ち
に
時
効
が
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
免
訴
の
裁
判
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
訴
因
に
よ
．
っ
て
違
法
阻
却
原
因

の
存
在
が
判
断
さ
れ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
公
訴
棄
却
の
決
定
が
可
能
で
あ
る
の
と
異
る
理
由
は
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
は
、
訴
因
の
事

実
が
真
実
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
刑
罰
権
は
実
現
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
両
者
共
通
し
て
、
実
体
審
理
を
不
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
存
在
が
訴
因
の
上
で
存
在
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
体
的
条
件
に
せ
よ
、
訴
訟
条
件
に
せ
よ
同
じ
な
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
体
的
条
件
か
訴
訟
条
件
か
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
公
訴
時
効
の
不
存
在
（
訴
訟
条
件
）
の
b
ユ
目
Ω
。

富
9
Φ
の
確
定
が
実
体
審
判
の
許
容
性
の
条
件
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
条
件
と
は
実
体
審
判
の
許
容
性
の
条
件
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、

実
体
的
条
件
も
ま
た
、
実
体
審
判
の
許
容
性
の
条
件
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
故
に
訴
訟
条
件
を
ど
う
し
て
も
実
体

審
判
の
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
普
通
法
時
代
の
ご
と
く
特
別
の
審
理
手
続
を
要
求
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
職
権
探

知
主
義
に
よ
る
証
明
を
要
求
す
る
か
の
方
法
し
か
な
い
。
こ
の
要
求
が
、
現
行
法
上
、
採
れ
な
い
と
す
る
と
、
公
訴
時
効
は
、
実
体
審
判
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の
条
件
で
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
実
際
に
実
体
審
判
を
裁
判
所
が
行
う
と
き
に
、
常
に
公
訴
時

　
　
効
の
不
存
在
を
要
求
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
公
訴
時
効
が
不
存
在
だ
と
す
る
一
応
の
判
断
に
よ
っ
て
客
観
的
不
存
在
に
代
え
た
擬
制

　
　
が
働
ら
い
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

　
　
　
従
来
、
公
訴
時
効
等
の
抗
弁
を
、
単
に
職
権
発
動
を
捉
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
．
，
訴
訟
法
上
そ
の
意
義
を
認
め
な
か
っ
た
の
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　

　
　
こ
の
よ
う
な
擬
制
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
職
権
調
査
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
訴
訟
条
件
の
存
否
は
判
断
さ
れ
て
い
る

　
　
と
い
う
擬
制
が
通
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
に
裁
判
所
の
職
権
調
査
に
限
度
が
あ
る
場
合
に
、
訴
訟
抗
弁
を
、
不
適
法
・
無
効

　
　
と
す
る
理
由
は
認
め
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
公
訴
時
効
の
よ
う
な
場
合
に
被
告
人
の
方
か
ら
抗
弁
を
提
出
し
、
そ
の
主
張
す
る
事
実
を
立
証

　
　
す
る
こ
と
を
否
認
す
る
理
由
は
何
も
な
い
。
抗
弁
を
無
効
と
す
れ
ば
、
抗
弁
の
事
実
を
立
証
す
る
行
為
も
無
効
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　
　
も
っ
と
も
、
有
効
な
抗
弁
を
行
う
た
め
に
は
、
犯
罪
の
日
時
や
、
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
被
告
人
の
主
張
す
る
事
実
が
真
実
で
あ
れ
ば
、
公
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
時
効
が
認
め
ら
れ
る
に
足
る
具
体
的
事
実
の
主
張
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
検
察
官
は
、
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
事
実
不
存
在
の

　
挙
証
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。
．
と
い
う
意
味
は
、
検
察
官
が
こ
の
点
に
つ
い
て
何
ら
反
対
事
実
の
証
拠
を
提
出
し
な
い
場
合
は
、
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
的
挙
証
責
任
を
認
め
て
、
被
告
入
の
有
利
な
形
式
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
訴
訟
抗
弁
に
こ
の
よ
う
な

　
　
効
・
果
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
訴
訟
法
上
、
不
適
法
。
，
無
効
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
藏
判
所
は
、
時
効
を
認
め
る
に
足
り
る

　
　
具
体
的
事
実
が
主
張
し
て
あ
る
以
上
、
従
来
⑳
如
く
、
放
置
あ
る
い
は
不
適
法
と
し
て
却
下
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
却
下
す
る
場
合
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
理
由
無
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

　
　
　
職
権
探
知
が
認
め
ら
れ
ず
、
職
権
に
よ
る
調
査
も
訴
因
を
標
準
に
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
訴
訟
条
件
の
実
際
的
機
能
は
、
か

説
か
る
訴
訟
法
上
の
異
議
の
理
由
と
し
て
不
当
な
訴
追
に
対
す
る
被
告
人
の
攻
撃
方
法
と
し
て
・
再
認
識
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
娩
吐
）
そ
し
て

論　
　
職
権
主
義
の
後
退
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
公
訴
時
効
を
実
体
審
判
め
条
件
と
考
え
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
。
公
訴
時
効
の
不
存
在
は
訴
訟
の
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説払酊用

発
展
段
階
に
お
い
て
許
さ
れ
る
全
訴
訟
資
料
か
ら
常
に
判
断
さ
る
べ
き
一
事
項
で
あ
り
、
判
断
の
｝
対
象
が
そ
の
判
断
の
前
提
条
件
と
は

な
り
得
な
い
。
も
し
公
訴
時
効
に
つ
い
て
実
体
審
判
の
許
容
性
の
条
件
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
く
り
か
え
し
の
べ
る

ご
と
く
、
検
察
官
の
犯
罪
事
実
の
主
張
を
前
提
と
し
た
仮
定
上
の
判
断
と
い
う
よ
り
ほ
か
に
な
い
。

（
一
）
　
閏
①
口
閃
Φ
一
”
ω
貫
ロ
囲
〈
①
駄
9
0
げ
同
Φ
昌
の
冨
。
げ
戸
一
り
鴇
P
ω
．
ψ
ひ
ド

（
二
）
　
○
Φ
【
富
ロ
P
U
Φ
円
一
）
①
ロ
お
。
ゲ
①
Q
D
言
9
。
甘
同
o
N
①
ω
9
這
P
メ
ω
●
切
N
ご
菊
。
ω
Φ
昌
h
①
一
応
U
①
『
幻
似
。
ゲ
の
－
ω
茸
餌
甘
円
o
N
①
ω
9
一
ゆ
O
ゆ
．
ω
・
一
Q
。
。
。
旧
○
円
。
｛
N
自

　
　
U
o
げ
口
P
U
⇔
ω
ω
貫
9
。
言
【
o
N
Φ
ω
ω
【
o
o
ゴ
計
W
》
鼠
r
一
露
P
ω
●
一
中
鴇
…
℃
Φ
8
『
9
ω
窪
生
な
δ
N
＄
ω
層
一
3
ド
ω
・
ま
P

（
三
）
　
自
①
旨
吋
①
一
”
鉾
9
。
・
O
‘
Q
り
●
ま
切
．

（
四
）
　
こ
の
中
間
手
続
に
よ
る
開
始
決
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
ド
イ
ヅ
に
お
い
て
争
い
が
あ
る
。
国
・
ω
o
ゴ
ヨ
崔
♂
ピ
Φ
ゲ
葺
。
ヨ
ヨ
Φ
馨
①
門
N
霞
ω
㌶
鋤
や

　
　
箕
o
N
①
ω
ω
o
a
昌
⊆
⇔
ぴ
q
L
O
q
ド
↓
①
一
ご
”
ω
・
。
。
ド
〉
昌
ヨ
・
這
凱
餌
…
℃
①
9
円
。
・
噂
鋤
・
9
。
．
O
‘
ω
．
ま
心
・
前
者
は
批
判
的
で
あ
り
、
後
者
は
好
意
的
で
あ
る
。

（
五
）
訴
訟
条
件
が
実
体
的
実
理
の
許
容
性
の
条
件
と
考
・
尺
ら
れ
る
に
至
っ
た
経
過
を
み
る
と
、
そ
こ
に
ド
ィ
ッ
訴
訟
法
学
の
特
長
が
よ
く
示
さ
れ
て
い

　
　
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ま
ず
根
本
と
な
る
一
つ
の
本
質
的
命
題
を
措
定
し
て
そ
こ
か
ら
演
繹
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
結
論
を
、
具
体

　
　
的
・
個
別
的
な
事
実
に
、
押
し
つ
け
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
訴
訟
条
件
は
ま
ず
ビ
ュ
ー
ロ
ー
に
よ
っ
て
、
訴
訟
現
象
を
統
一
的
に
理
解
す
る
た
め

　
　
の
概
念
と
し
て
の
、
訴
訟
法
律
関
係
の
成
立
要
件
と
考
え
ら
れ
た
が
（
し
d
巳
。
～
U
一
①
H
①
ぼ
。
〈
8
傷
①
堅
剛
H
。
N
①
。
。
ω
①
ぎ
話
◎
①
昌
g
巳
巳
①

　
℃
H
o
N
①
ω
ω
〈
o
量
¢
の
ω
Φ
訂
⊆
昌
σ
q
①
P
一
。
。
ひ
。
。
”
ω
・
『
｛
h
・
）
、
そ
の
後
、
訴
訟
法
律
関
係
が
、
訴
訟
統
一
的
に
理
解
す
る
概
念
と
し
て
の
地
位
を
失
い
、
訴

　
　
訟
状
態
が
こ
れ
に
代
り
、
「
既
判
力
」
の
獲
得
が
、
訴
訟
の
中
心
目
的
に
な
る
と
、
訴
訟
条
件
も
、
訴
訟
法
律
関
係
の
成
立
要
件
か
ら
、
既
判
力
を

　
　
生
じ
る
実
体
判
決
の
要
件
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
O
o
置
ω
畠
ヨ
乙
鳥
勺
H
o
N
①
ω
ω
，
Ω
。
一
ω
閑
①
。
ゴ
け
ω
一
9
α
q
ρ
一
露
顕
’
Q
D
．
顕
）
。
そ
し
て
現
在
、

　
　
こ
の
実
体
判
決
を
目
的
と
す
る
訴
訟
過
程
の
す
べ
て
の
基
本
的
条
件
と
い
う
極
め
て
概
括
的
・
公
約
数
的
概
念
が
、
訴
訟
条
件
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

　
　
に
な
る
（
国
・
ω
。
プ
B
記
田
①
・
P
O
こ
ω
・
＄
h
㌘
℃
Φ
9
『
ρ
①
・
鉾
O
‘
ω
●
腫
P
一
h
h
●
…
国
Φ
昌
貯
Φ
一
層
P
鉾
○
こ
Q
り
・
培
O
h
h
．
）
。
　
こ
の
よ
う
に
実
体
審

　
判
の
許
容
性
の
条
件
と
い
う
概
念
は
、
す
ぐ
れ
て
訴
訟
理
論
体
系
の
要
求
す
る
演
繹
的
概
念
で
あ
っ
て
、
帰
納
的
概
念
で
は
な
い
。
な
お
光
勝
景
鮫

　
　
「
訴
訟
の
発
展
と
訴
訟
条
件
」
法
学
志
林
五
六
巻
一
号
三
四
頁
以
下
参
照
。
公
訴
時
効
が
こ
の
よ
う
な
概
念
に
、
文
字
通
り
適
合
す
る
か
否
か
は
、

　
　
ま
ず
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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論　説

（
六
）
　
こ
の
こ
と
は
、
小
野
博
士
と
宮
本
博
士
の
論
争
に
あ
ら
わ
れ
た
。
小
野
清
一
郎
・
〔
公
訴
権
に
つ
い
て
」
法
協
。
四
五
巻
・
九
〇
三
頁
、
「
再
び

　
　
公
訴
権
に
つ
い
て
宮
本
教
授
に
答
う
」
法
協
・
四
五
巻
・
一
七
二
六
頁
。
宮
本
英
脩
・
「
再
び
公
訴
権
の
観
念
に
つ
い
て
」
論
叢
・
一
八
巻
・
六
三

　
　
頁
以
下
。
こ
の
論
争
の
新
し
い
形
態
が
、
訴
因
標
準
説
と
実
体
標
準
説
の
対
立
で
あ
ろ
う
つ
例
え
ば
、
小
野
慶
二
「
免
訴
判
決
に
つ
い
て
の
試
論
」
司

　
　
法
研
修
所
創
立
十
周
年
記
念
論
文
集
・
下
・
昭
三
三
・
二
三
四
頁
以
下
を
み
よ
。

（
七
）
国
●
Q
D
o
ゴ
B
一
α
け
鉾
鉾
O
・
”
ω
．
℃
四
一
ピ
α
≦
中
口
①
一
ξ
①
α
q
－
幻
。
ω
Φ
昌
げ
Φ
憎
σ
q
”
ω
寓
9
h
夏
o
N
Φ
ω
ω
o
a
昌
二
昌
ひ
q
＝
O
》
二
｛
r
這
切
タ
Q
D
』
。
。
w
団
藤
重
光
。

　
　
「
訴
訟
行
為
の
無
効
」
・
訴
訟
状
態
と
訴
訟
行
為
（
昭
二
四
）
一
二
五
頁
。
長
島
敦
・
刑
事
判
例
評
釈
集
。
＝
二
巻
・
二
六
三
頁
以
下
。
戸
田
善
一

　
　
郎
・
「
英
米
刑
事
法
に
お
け
る
被
告
人
の
妨
訴
抗
弁
に
つ
い
て
」
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
・
一
〇
号
（
昭
二
六
）
二
九
頁
。
青
柳
文
雄
・
刑
事
訴
訟
法
通

　
　
論
噌
全
層
版
（
昭
二
九
）
一
五
一
頁
。
我
が
国
に
お
い
て
明
治
刑
訴
の
公
訴
不
受
理
の
申
立
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
も
こ
の
理
由
に
な
る
。
な
お
豊
島

　
　
直
通
・
刑
事
訴
訟
法
新
論
・
四
版
（
大
二
）
四
六
一
頁
以
下
参
照
。
判
例
も
、
否
定
的
。
最
高
裁
・
昭
二
三
・
九
・
二
七
・
刑
集
二
・
＝
一
二
九
。

　
　
同
・
昭
こ
六
・
七
・
こ
○
・
刑
集
・
五
・
↓
五
］
七
。
同
。
昭
二
九
・
二
・
四
・
井
守
・
八
・
一
三
一
、
等
。

（
八
）
職
権
調
査
に
よ
っ
て
弁
論
主
義
。
当
事
者
処
分
主
義
の
原
則
が
否
定
さ
れ
る
ご
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
し
U
三
。
≦
一
費
，
鉾

　
　
○
こ
Q
D
・
濫
悪
で
あ
る
。
　
刑
訴
で
は
、
も
と
も
と
弁
論
主
義
・
当
事
者
処
分
主
義
の
原
則
が
な
い
の
で
、
職
権
調
査
義
務
を
強
調
す
る
意
義
は
少
い

　
　
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
当
事
者
主
義
の
も
と
に
お
け
る
職
権
調
査
義
務
に
あ
る
。

（
九
）
　
こ
の
点
実
体
法
上
の
抗
弁
と
異
る
理
由
は
な
い
。
井
上
正
治
・
「
第
三
三
五
条
二
項
の
主
張
」
・
判
例
学
説
刑
事
訴
訟
法
・
六
六
頁
以
下
参
照
。

（
一
〇
）
単
に
、
訴
因
事
実
の
証
明
を
し
て
お
け
ば
足
り
る
と
い
う
以
上
の
、
負
担
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
訴
訟
条
件
に
つ
い
て
実
体
的
挙
証

　
　
責
任
を
認
め
た
判
例
が
あ
る
。
最
高
裁
・
昭
三
二
・
一
二
・
一
〇
・
刑
集
一
一
・
三
一
九
七
。
ド
イ
ツ
の
判
例
に
つ
い
て
ほ
、
2
δ
ω
ρ
℃
8
N
①
ω
甲

　
　
く
σ
8
口
器
①
訂
⊆
旨
σ
q
Φ
⇒
ロ
ロ
匹
三
昌
0
2
巳
ω
⑳
Φ
ロ
コ
山
ぎ
お
蜀
①
ω
け
ω
辟
Φ
＝
自
口
σ
q
一
望
ω
貫
”
甘
8
N
①
ω
ω
”
一
）
①
三
ω
o
ゴ
①
カ
①
〇
三
甲
N
①
搾
ω
o
プ
ユ
h
計
国
Φ
漆

　
　
N
ド
一
逡
P
ω
・
顕
O
い
h
h
．
が
あ
る
。

（
一
】
）
　
理
由
が
あ
れ
ば
免
訴
の
裁
判
。
理
由
無
の
判
断
を
申
立
毎
に
決
定
に
よ
り
示
す
か
否
か
は
裁
判
所
の
自
由
で
あ
ろ
う
。
決
定
で
行
わ
な
い
場

　
合
に
は
、
有
罪
判
決
に
お
い
て
か
く
れ
た
判
断
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
～
二
）
訴
訟
抗
弁
に
あ
る
程
度
積
極
的
意
義
を
認
め
る
も
の
に
、
井
上
正
治
・
全
訂
刑
事
訴
訟
法
原
論
・
昭
二
七
・
九
八
頁
。
高
田
卓
爾
・
刑
事
訴
訟

　
法
・
昭
和
三
二
・
＝
二
八
頁
。
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三
　
公
訴
時
効
と
実
体
権
の
消
滅
。
ご

・
↓
法
に
お
け
る
公
訴
の
時
効
は
9
・
§
・
・
什
δ
の
消
滅
と
七
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
．
し
．
公
訴
時
効
の
本
質
に
関
す
る
現
在
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

体
説
。
混
合
説
。
訴
訟
説
の
対
立
は
、
普
通
法
時
代
に
お
い
て
は
、
全
く
同
様
に
こ
の
ロ
ー
マ
法
の
鷲
8
ω
鉾
一
〇
の
性
格
に
関
す
る
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

説
の
対
立
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
歴
史
的
に
、
公
訴
時
効
に
お
け
る
実
体
的
な
も
の
と
訴
訟
的
な
も
の
と

の
分
離
し
が
た
い
結
合
を
予
想
さ
せ
る
。
が
、
果
し
て
、
ご
⑳
予
想
は
正
し
い
も
の
ど
じ
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
，
わ
た
く
し
は
公
訴
時
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
－
．
　
　
（
五
）

の
こ
の
中
間
的
性
格
は
従
来
の
理
論
の
産
物
で
あ
り
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
か
否
か
は
、
こ
ん
こ
の
理
論
的
認
識
の
如
何
π
は
渇
も
の
と
考

え
て
い
る
。

　
従
来
の
公
訴
時
効
の
理
解
に
は
い
ず
れ
に
も
共
通
し
た
説
明
の
方
法
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
権
は
、
一
般
に
時
の
経
過
に
よ

っ
て
、
自
己
を
実
現
す
る
必
要
性
や
、
ま
た
正
当
に
自
己
を
実
現
す
る
可
能
性
（
採
証
上
の
困
難
）
を
喪
失
す
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
国
家
が
す
で
に
、
そ
の
実
現
に
つ
い
て
の
利
益
を
失
っ
た
刑
罰
権
を
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
。
理

由
が
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
よ
う
な
荊
罰
権
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
は
却
っ
て
危
険
で
あ
る
。
故
に
こ
の
よ
う
な
刑
罰
権
の
実
現
を
障
止
す

る
手
段
を
何
と
か
講
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
訴
時
効
が
、
あ
る
引
い
は
刑
罰
権
清
滅
原
因
と
し
て
、
あ
る
い
は
訴
訟
障
碍
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
考
え
ら
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
公
訴
時
効
の
根
拠
で
あ
る
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
．

　
し
か
し
、
以
上
の
説
明
で
は
、
現
在
．
の
公
訴
時
効
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
次
の
理
由
か
溢
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

，
時
の
経
過
に
よ
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
刑
罰
権
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
社
会
的
必
要
を
失
う
。
あ
る
い
は
正
当
に
自
己
を
実
現
す
る
可

能
性
を
失
う
。
し
か
七
、
そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
場
合
で
は
な
い
。
実
現
の
必
要
性
や
可
能
性
を
失
っ
た
刑
罰
権

が
、
実
現
を
拒
否
さ
れ
る
の
は
、
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
も
時
の
経
過
に
よ
る
場
合
の
み
で
は
な
い
。
考
え
れ
ば
い
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ろ
い
ろ
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
公
訴
時
効
の
本
質
は
、
刑
罰
権
の
実
現
の
必
要
性
や
可
能
性
が
あ
ろ
う
と
あ
る
ま

　
　
い
と
、
一
律
に
刑
罰
権
の
実
現
が
で
き
な
く
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
な
む
し
ろ
、
刑
罰
権
の
実
現
の
可
能

　
　
性
や
必
要
性
の
あ
る
も
の
を
、
あ
え
て
、
そ
れ
を
無
視
し
、
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
で
は
そ
の
理

　
　
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
従
来
の
理
論
に
そ
れ
を
求
め
て
も
、
せ
い
ぜ
い
、
刑
罰
権
の
必
要
性
や
実
現
の
可
能
性
の
あ
る
ば
あ
い
に
、
時
の
経
過
に
よ
っ
て
そ
れ

　
　
が
奪
わ
れ
る
の
は
、
一
般
に
多
く
の
場
合
、
必
要
性
や
可
能
性
が
な
い
か
ら
だ
と
い
う
以
外
に
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
場
合
が
そ

　
　
う
だ
か
ら
、
個
々
の
事
件
に
つ
い
て
そ
れ
を
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
を
否
定
b
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
擬
制
的
説
明
と
い

　
　
っ
た
ら
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
、
実
体
権
を
実
現
す
る
必
要
性
や
可
能
性
が
消
滅
す
る
こ
と
が
、
す
べ
て
の
場
合

　
　
に
つ
い
て
擬
制
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
時
効
に
よ
っ
て
実
体
権
が
消
滅
す
る
と
考
え
る
論
者
に
つ
い
て
ば
か
り
か
、
時
効
が
、
訴

　
　
訟
条
件
で
あ
る
と
考
え
る
論
者
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
我
が
国
で
混
合
説
に
立
つ
論
者
に
と
っ
て
は
、

　
　
実
体
権
の
消
滅
が
、
訴
訟
条
件
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
（
有
罪
判
決
の
見
込
が
な
く
な
る
理
由
、
実
体
権
の
主
張
が
許
さ
れ
な
く
な
る
理

　　

R
を
考
え
解
問
題
は
・
公
訴
時
効
を
実
体
的
刑
罰
権
の
実
現
を
阻
止
す
る
条
件
と
認
め
る
た
め
に
は
、
実
体
的
刑
罰
権
が
消
滅
し
、

　
　
そ
れ
が
訴
訟
法
に
反
映
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
　
　
わ
た
く
し
は
、
公
訴
時
効
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
国
家
の
刑
罰
権
の
実
現
を
犠
牲
に
し
て
も
、
時
間
的
に
個
人
が
起
訴
さ
れ
る
危

　
　
険
を
免
れ
る
点
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
刑
事
訴
追
を
時
間
的
に
制
限
し
て
お
く
こ
と
は
、
む
し
ろ
個
人
の
利
赫
、
皿
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ

　
　
ろ
う
。
検
察
官
に
、
事
件
発
生
後
、
無
制
限
に
起
訴
の
自
由
を
許
し
て
お
く
こ
と
は
、
個
人
に
対
す
る
脅
迫
で
あ
る
。
検
察
官
が
自
分
に

説　
都
合
の
い
い
と
き
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
理
由
で
、
あ
る
過
去
の
事
件
に
関
し
、
何
時
で
も
、
容
疑
者
を
逮
捕
し
、
取
調
べ
、
起
訴
を
す

論　
　
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
労
働
運
動
や
へ
政
治
運
動
の
弾
圧
に
利
用
さ
れ
る
危
険
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
一
方
に
お
い
て

2（i　・（4◎73）　409



　
起
訴
便
宜
主
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
制
度
の
も
ど
で
は
、
こ
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
手
続
的
規
整
と
し
て
公
訴
時
効
の
存
在
理
由
が

説　
考
え
ら
れ
る
。
公
訴
時
効
は
、
国
家
に
刑
皿
刮
権
実
現
の
必
要
性
や
可
能
性
が
あ
る
と
き
に
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
の
行
使
を
禁
止
す

論　
　
る
と
い
う
点
に
、
そ
の
重
要
な
機
能
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
公
訴
時
効
を
刑
事
訴
追
の
制
限
的
条
件
で
あ
る
と

　
　
す
る
た
め
に
、
そ
の
基
礎
に
刑
罰
権
の
消
滅
を
仮
定
し
．
て
お
く
必
要
は
失
わ
れ
る
。

　
　
　
し
か
も
実
体
法
上
の
刑
罰
権
と
い
う
も
の
は
・
単
な
る
時
の
経
過
に
よ
っ
て
、
例
外
な
く
消
滅
す
る
と
は
考
え
る
こ
と
が
む
つ
か
し
瞭
卵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
個
別
的
．
具
体
的
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
消
滅
も
、
個
別
的
、
具
体
的
で
な
け
れ
ば
説
明
が
っ
か
な
い
。
ま
た
刑
罰
権
の
消

　
　
滅
と
考
え
な
け
れ
ば
、
時
効
期
間
の
差
違
を
説
明
で
き
な
い
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
重
大
な
犯
罪
に
対
し

　
　
て
は
馬
国
家
は
、
そ
の
訴
追
の
利
益
が
大
体
不
必
要
と
考
え
ら
れ
る
時
期
ま
で
、
そ
の
期
間
を
長
く
し
、
あ
る
い
は
、
全
く
こ
れ
を
認
め

　
　
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
論
上
も
実
際
上
も
考
え
ら
れ
て
い
る
し
、
個
人
の
権
利
の
た
め
に
、
一
律
に
著
る
し
く
短
く
し
た
例
も
存
す
る
の

　
　
　
　
（
一
〇
）
二
一
）

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
（
一
）
幻
・
ピ
g
鉱
害
”
U
一
①
＜
①
ユ
鉱
泉
§
σ
q
”
〈
興
σ
q
芭
。
冨
巳
Φ
∪
鋤
H
ω
琶
ξ
躍
α
Φ
ω
U
①
暮
ω
。
冨
ロ
ロ
巳
〉
ロ
ω
憲
昌
巳
ω
9
窪
Q
っ
窪
9
。
h
月
Φ
。
算
ω
噂

　
　
　
　
〉
＝
o
q
①
ヨ
Φ
ぎ
①
昌
日
①
芦
H
冒
這
O
。
。
”
ω
㌦
岩
U
自
・
…
O
o
匡
ω
o
ゲ
ヨ
箆
ゴ
p
。
」
鋤
●
O
．
ω
．
鴇
M
M
一
器
切
．

　
　
　
　
　
　
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
抗
弁
が
、
実
体
法
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
し
て
切
巳
○
牽
勲
⇔
・
○
ご
ω
●
。
。
ド

　
　
　
（
二
）
　
一
般
的
説
明
と
し
て
　
O
一
ω
げ
”
5
ω
①
P
煽
。
ヨ
ヨ
Φ
口
部
H
N
β
ヨ
ω
減
①
h
σ
q
Φ
ω
虫
N
σ
⊆
o
ゴ
甘
H
◎
鋤
ω
∪
①
葺
ω
o
プ
①
閑
虫
。
F
H
・
N
》
⊆
自
．
這
ミ
。
ω
，

　
　
　
　
切
N
O
凍
．
…
ω
o
げ
α
昌
吋
守
㏄
o
げ
a
O
①
『
”
ω
賃
鋒
ひ
q
Φ
ω
Φ
欝
σ
ロ
。
ゴ
国
○
ヨ
日
①
旨
δ
お
。
。
〉
二
h
r
ち
埼
鴇
ω
・
切
爲
鵠
●
…
国
●
o
り
。
プ
旨
乙
計
9
ゆ
．
o
●
O
こ
ω
●
M
O

　
　
　
　
h
剛
・
等
。

　
　
　
　
　
訴
訟
説
は
一
九
四
二
年
の
ド
イ
ツ
大
審
院
の
判
例
（
菊
O
ω
け
”
　
刈
ひ
一
一
ひ
O
）
、
　
つ
づ
く
ド
イ
ソ
連
邦
裁
判
所
の
判
例
（
じ
d
O
国
ω
！
N
l
切
O
ひ
）
の
以

　
　
　
　
後
、
支
配
的
な
学
説
と
な
っ
た
。
　
冒
σ
q
信
ω
貫
［
Φ
ぢ
N
蒔
①
国
。
∋
旨
Φ
づ
旨
き
吻
ひ
ひ
＞
p
β
一
げ
旧
Q
っ
9
二
Φ
お
〉
＝
α
q
①
ヨ
①
貯
Φ
ω
け
円
9
博
①
o
葺
。
。
δ
ゴ
目
①
・
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鉢百冊 四

這
躯
P
ω
・
D
㌔
◎
ご
℃
Φ
8
お
一
面
四
・
O
；
ω
●
q
…
．
国
①
口
冒
①
一
．
鋤
．
費
O
●
暫
ω
●
”
c
◎
N
二
≦
⇔
口
同
四
〇
互
一
）
Φ
信
房
。
ゴ
①
ω
ω
寓
ロ
ゆ
①
o
ゴ
ゴ
巴
一
σ
q
Φ
∋
①
ぢ
σ
『

↓
①
嘗
一
遭
♪
ω
・
唱
N
h
h
・
我
が
国
に
お
い
て
は
、
林
頼
三
郎
・
刑
事
訴
訟
法
要
義
・
発
出
上
巻
・
三
版
（
大
一
五
）
九
四
一
九
五
頁
、
牧
野
英
．

一
・
改
訂
刑
事
訴
訟
法
全
・
二
二
版
・
（
昭
一
．
五
）
一
六
二
頁
以
下
、
が
か
っ
て
、
、
公
訴
時
効
に
よ
っ
て
、
実
体
権
が
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
と

し
た
。

　
現
在
ド
イ
ソ
に
お
い
て
、
実
体
説
の
立
場
に
立
っ
て
訴
訟
説
を
攻
撃
す
る
も
の
に
、
ζ
Ω
・
×
い
。
至
言
”
U
δ
自
く
①
ユ
讐
円
彗
σ
q
ぎ
傷
巽
◎
Φ
巳
ω
魯
①
コ
．

ω
寓
帥
h
σ
q
①
ω
象
σ
q
①
げ
考
証
σ
q
曽
団
ぎ
①
二
箕
①
房
ロ
賢
げ
鐸
昌
α
q
“
Φ
一
①
σ
q
o
一
〇
け
9
二
づ
◎
◎
①
脚
。
σ
q
①
h
①
『
①
旨
畠
。
。
”
お
凱
糊
が
あ
る
。
ま
た
、
ζ
o
。
。
Φ
さ
N
霞
国
鐙
α
q
Φ

α
Φ
【
お
。
げ
件
＝
0
7
①
ロ
Z
鋤
け
⊆
H
α
Φ
円
ω
賃
鋤
h
く
Φ
『
h
巳
σ
q
¢
旨
ゆ
Q
ω
〈
費
U
似
ゴ
H
⊆
づ
σ
q
ゆ
ゆ
ひ
ひ
自
ω
け
¢
し
d
こ
ぎ
O
o
乙
丑
日
ヨ
①
目
．
ω
〉
容
辛
く
”
這
鴇
合
ω
・
切
O
一
ゑ
．

は
、
　
先
の
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
の
判
例
（
b
d
O
出
ω
f
恥
ま
ω
O
ひ
）
に
詳
細
な
反
論
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
切
益
づ
①
r
U
δ
＜
①
ユ
讐
讐
昌
α
q
α
Φ
さ

ω
貫
。
才
①
ほ
9
α
q
⊆
づ
σ
q
‘
昌
昌
畠
Φ
【
＜
o
＝
ω
貫
①
o
〆
ロ
昌
α
q
〈
o
昌
⑦
賃
無
Φ
5
d
昌
畠
ζ
9
ρ
ω
ω
器
σ
q
①
一
P
ヨ
］
≦
舞
①
ユ
山
＝
①
昌
N
¢
目
ω
け
冨
律
①
o
ゴ
冨
円
①
h
o
『
ヨ

一
や
燦
、
目
切
き
鱗
被
①
畠
冨
〈
Φ
目
α
q
芭
。
ゴ
①
巳
①
〉
『
び
虫
8
P
ω
・
占
り
h
h
　
は
諸
外
国
の
立
法
と
代
表
的
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
公
訴
時
効
、
刑

の
時
効
の
紹
介
で
あ
る
が
、
ド
イ
ソ
以
外
で
は
、
そ
れ
が
実
体
的
か
訴
訟
的
か
と
い
う
論
争
は
殆
ん
ど
見
当
膨
な
い
と
し
て
、
論
争
の
意
義
に
は
批

判
的
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ミ
ジ
ガ
ン
州
を
除
い
て
は
す
べ
て
、
時
効
は
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
て
お
る
こ
と
を
指
摘
し
、
彼
自

身
、
実
体
的
刑
罰
権
の
消
滅
が
本
質
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
ζ
o
矯
①
雫
≧
罵
①
一
P
ピ
Φ
寓
げ
二
。
ゲ
畠
Φ
ω
U
①
三
ω
魯
①
ω
ω
貫
鋤
時
⑦
6
げ
↓
。
，
葡
一
2
ド

ω
・
悼
。
。
心
…
〉
・
司
ヨ
ひ
q
o
5
い
Φ
震
げ
ロ
。
げ
畠
①
ω
b
Φ
耳
ω
。
ゴ
①
p
Q
o
賃
9
。
諦
①
。
げ
什
ω
”
H
”
一
〇
〇
♪
ω
●
堵
一
｛
h
書
は
、
そ
れ
が
訴
訟
関
係
の
開
始
を
阻
止
す
．
る
．

条
件
と
し
て
立
法
す
る
こ
と
の
可
能
を
認
め
な
が
ら
、
現
行
法
は
、
国
一
9
ひ
Q
①
〈
①
ユ
弩
毒
o
q
で
は
な
く
、
〉
霧
買
⊆
魯
ω
〈
Φ
二
身
β
昌
σ
q
を
規
定
す
る
と

考
え
る
（
ω
賦
録
↓
N
顎
）
Q
・
』
・
さ
く
・
愚
直
毎
σ
q
」
昌
α
一
・
じ
d
・
h
邑
5
σ
・
〈
呂
ω
魯
三
目
・
・
匹
ω
蕊
h
・
含
・
呂
匿
・
ω
欝
h
σ
…
①
貫

憐
察
O
P
ω
・
岩
。
。
h
い
は
主
に
犯
罪
の
消
滅
か
、
刑
罰
権
の
消
滅
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
る
。
　
ピ
一
ω
N
掌
ω
。
プ
ヨ
置
r
ド
①
ぼ
げ
二
。
F
N
心
〉
象
一
・

一
℃
悼
S
Q
り
・
ム
W
ひ
二
≦
．
国
●
］
≦
9
ρ
図
Φ
お
U
①
H
隅
一
「
σ
Q
①
ヨ
①
ぎ
①
日
①
一
「
◎
o
ω
U
Φ
⊆
冨
。
ゴ
①
昌
の
賃
鷺
①
o
プ
け
ω
℃
一
ゆ
N
W
ω
●
恥
い
ツ
は
時
効
は
、
民
法
の
．
よ
う
に

築
か
れ
た
法
律
関
係
の
尊
重
と
い
う
政
策
を
理
由
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
事
実
の
力
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
。
　
（
因
み
に
民
法
で
の
時
効
と
異
っ
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論説

て
、
い
わ
ゆ
る
新
派
理
論
か
ら
、
刑
事
上
の
時
効
の
独
自
性
を
主
．
張
す
る
も
の
に
、
O
ぼ
尻
二
三
5
0
鋤
§
匡
斜
ピ
9
。
け
げ
Φ
。
二
Φ
α
σ
一
〇
只
Φ
。
。
自
甘
二
〇
昌

畠
①
ω
自
。
o
江
。
昌
ω
o
旨
貸
O
o
巴
自
①
b
ひ
昌
巴
ρ
O
ロ
Φ
一
ρ
q
①
ω
餌
ω
b
①
o
富
像
①
一
”
①
葺
。
昌
。
ヨ
δ
q
⊆
島
。
詳
b
9
自
。
一
二
8
9
0
・
謡
①
け
・
ω
q
ぞ
’
が
あ
る
）
。

風
Φ
＝
旨
σ
q
”
U
Φ
葺
ω
。
げ
①
ω
幻
①
8
ゲ
ω
ω
需
四
甘
同
。
器
ω
ω
お
。
葺
”
一
宮
。
。
℃
ω
・
。
。
心
・
は
、
証
拠
困
難
説
は
採
り
え
な
い
と
し
て
、
時
効
は
訴
訟
法
上
の
制
度
で

絃
な
い
と
す
る
。
．
O
臼
一
事
F
U
①
葺
ω
。
げ
Φ
ψ
即
①
8
ゴ
ω
の
賃
鉱
H
①
。
葺
”
這
P
ド
ω
．
P
薪
i
§
ひ
・
は
、
刑
罰
義
務
が
消
滅
す
る
と
し
、
こ
れ
を
実
体
的

本
質
の
中
に
み
な
が
ら
、
訴
，
訟
的
効
果
と
し
て
、
中
止
の
判
決
を
認
め
る
。
し
か
も
、
公
訴
の
時
効
の
理
由
は
、
証
拠
説
が
決
定
的
だ
と
す
る
も
の

で
、
す
で
に
純
粋
な
実
体
説
で
は
な
い
。
我
が
国
に
於
い
て
、
実
体
説
を
と
る
も
の
と
し
て
、
豊
島
直
通
・
刑
事
訴
訟
法
新
論
・
明
四
三
・
二
六

八
頁
。
．
富
田
山
面
。
刑
事
訴
訟
法
要
論
・
三
冠
・
明
四
四
・
八
四
五
頁
。
宮
本
英
脩
。
再
訂
刑
事
訴
訟
講
義
・
昭
九
・
一
五
四
頁
以
下
。

　
し
か
し
宮
本
博
士
の
立
場
は
、
　
実
体
権
の
不
存
在
を
理
由
に
公
訴
権
の
消
滅
を
考
え
る
も
の
で
（
い
わ
ゆ
る
存
在
の
可
能
性
あ
る
刑
罰
権
の
消

滅
）
、
論
理
的
に
は
次
に
述
べ
る
混
合
説
と
異
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
実
体
説
か
ら
訴
訟
説
に
移
行
す
る
過
程
に
あ
ら
わ
、
れ
る
の
が
、
混
合

説
で
あ
る
。
　
混
合
説
は
、
公
訴
時
効
が
本
質
的
に
は
、
刑
罰
権
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
と
考
え
、
　
し
か
も
、
そ
の
訴
訟
障
碍
と
し
て
の
機
能
を
重

視
し
、
　
消
極
的
訴
訟
条
件
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
＜
・
閑
一
ω
。
F
d
Φ
げ
Φ
H
傷
Φ
昌
器
。
ず
二
一
∩
げ
2
∩
ゴ
碧
ロ
出
雲
島
㊦
H
∩
H
一
ヨ
一
昌
Ω
。
ヲ
6
二
讐
窪
旨
σ
q

旨
9
。
雪
解
ロ
¢
ひ
q
Φ
ヨ
図
①
9
計
O
①
H
8
葺
ω
ω
9
巴
b
d
傷
●
．
鴇
◎
Q
D
・
§
一
＼
N
潟
…
α
Φ
同
ω
①
ぴ
P
N
霞
閃
雷
σ
q
①
9
H
【
①
〇
三
＝
0
9
自
国
。
霧
け
【
⊆
閃
鉱
。
昌
9
同

区
ユ
目
ぢ
Ω
Ω
守
。
二
似
げ
H
自
ロ
σ
q
ロ
四
〇
げ
『
①
口
江
σ
q
①
昌
菊
①
o
葺
ρ
N
Q
o
轡
≦
●
切
F
P
ω
．
鵠
顕
＼
ゆ
ひ
ゆ
…
国
茜
5
脚
℃
国
。
ヨ
ヨ
Φ
ヨ
母
一
ひ
〉
鼠
ご
一
露
舗
ゆ
ひ
ひ
…

戸
冠
p
ω
賃
鋒
〈
玉
歩
ぼ
①
p
ω
H
Φ
。
ゴ
∬
凱
〉
⊆
P
這
U
ざ
ω
●
。
。
切
ゼ
”
≦
巴
N
①
ご
U
帥
ω
◎
①
暮
ω
げ
①
ω
三
舞
騰
Φ
。
ゴ
！
ひ
〉
自
ド
這
団
。
。
、
ω
●
曽
P
等
。
一
九

四
二
年
ま
で
、
大
体
に
お
い
て
ド
イ
ツ
大
審
院
の
支
配
的
見
解
で
あ
っ
た
。

　
我
が
国
で
の
混
合
説
は
特
に
免
訴
の
統
一
的
理
解
の
た
め
に
、
　
実
体
的
公
訴
権
の
理
論
と
し
て
、
　
小
野
博
士
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
（
小
野
清
一

郎
・
公
訴
権
の
理
論
・
志
林
・
二
五
巻
（
大
一
二
）
・
九
九
頁
以
下
）
、
以
後
、
宮
本
博
士
の
見
解
と
共
に
、
我
が
国
の
学
者
が
免
訴
及
び
公
訴
時

効
を
考
え
る
と
き
の
基
礎
を
作
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
仮
り
に
犯
罪
の
成
立
あ
り
と
す
る
も
、
其
の
後
珊
の
廃
止
、
大
赦
、
時
効
等
に
因
て
、
刑
箭

権
消
滅
し
、
「
又
は
す
で
に
同
じ
刑
罰
権
に
つ
い
て
、
確
定
判
決
を
経
た
る
た
め
、
更
に
審
判
を
求
め
る
利
益
な
き
場
合
等
に
お
い
て
は
、
公
訴
権
を

26　（4076）　412



韓ム

司旧

　
　
有
せ
ざ
る
こ
と
洵
に
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
最
早
実
体
上
の
審
理
を
進
行
さ
せ
る
必
要
が
な
い
」
　
（
同
書
・
一
〇
二
頁
）
。
実
体
的
公
訴
権
の
概
念

　
　
は
、
老
の
後
団
藤
教
授
に
よ
り
批
判
を
う
け
て
、
公
訴
時
効
は
馬
実
体
関
係
的
訴
訟
条
件
（
団
藤
教
授
等
）
あ
る
い
は
ザ
ウ
ァ
ー
の
O
σ
と
≦
δ

　
　
の
考
え
に
倣
う
追
行
的
訴
訟
条
件
（
平
野
・
井
上
教
授
等
）
、
あ
る
い
は
宮
本
博
士
に
従
う
実
体
的
訴
訟
条
件
（
平
場
教
授
等
）
と
考
え
ら
れ
る
こ

　
　
と
に
な
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
、
混
合
説
に
よ
る
理
論
が
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、
共
通
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
（
故
に
実
体
的
側
面
を
強
調
す

　
　
る
か
（
例
・
宮
本
説
）
、
形
式
的
側
面
を
強
調
す
る
か
（
例
・
小
野
説
）
の
差
が
生
じ
る
）
。

〈
三
）
　
＜
σ
q
r
U
9
ヨ
げ
①
o
F
d
げ
Φ
門
α
①
白
面
Φ
〇
三
ω
ひ
q
【
ロ
ロ
α
α
Φ
【
＜
Φ
ユ
似
ゴ
【
信
昌
σ
q
陣
ヨ
勺
H
①
ロ
ω
ω
貯
。
げ
①
ロ
Q
D
雪
国
蹄
Φ
〇
三
層
O
o
＝
α
・
》
【
o
げ
ご
膨
自
・
り
（
一
。
。
α

　
　
一
）
ω
・
切
O
h
h
●
旧
b
d
ぎ
島
ぎ
α
Q
一
出
①
昌
曲
げ
ロ
。
ゴ
自
Φ
ω
ω
貫
①
時
①
〇
三
ω
”
切
島
●
H
＝
。
。
。
。
9
ω
・
c
。
一
ひ
h
h
∴
い
。
①
三
口
σ
q
”
口
置
・
O
こ
ω
●
岩
9

〈
四
）
　
切
ぎ
匹
ぎ
σ
q
憎
鉾
ロ
．
O
ご
ω
い
。
。
巳
●
は
時
効
の
唯
一
の
基
礎
は
、
時
の
経
過
に
よ
る
証
明
困
難
に
あ
る
と
し
て
、
時
効
理
論
に
新
し
、
い
見
解
を
導
入

　
　
し
た
が
（
我
が
国
で
は
井
上
正
治
。
公
訴
時
効
の
本
質
・
判
例
学
説
刑
事
訴
訟
法
・
昭
三
三
・
一
四
〇
頁
）
時
効
の
中
間
的
性
格
は
こ
れ
を
否
定
す

　
　
る
に
至
ら
な
か
っ
た
（
じ
ロ
ぎ
巳
昌
ぴ
q
”
Z
o
円
日
①
昌
切
α
●
H
℃
ω
●
一
り
旧
◎
露
巴
σ
ρ
p
。
・
四
・
O
ご
ω
・
。
。
N
ひ
旧
α
①
房
9
σ
ρ
0
2
づ
O
ユ
ω
ω
畠
Φ
ω
U
o
⊆
冨
。
げ
。
口

　
　
ω
酔
B
h
お
。
ゴ
3
》
〉
＝
Φ
α
q
①
ヨ
①
一
コ
①
『
↓
Φ
嘗
N
＞
ロ
h
f
一
〇
〇
S
ω
●
N
℃
c
。
）
。

　
　
　
こ
れ
を
批
判
し
た
く
●
家
ω
。
ゴ
は
、
証
拠
の
困
難
と
い
う
．
説
を
同
時
に
採
り
入
れ
て
、
混
合
説
を
主
張
し
た
（
〈
・
包
ω
。
戸
P
9
。
・
O
・
（
国
。
〒

　
　
ω
寓
ロ
脚
二
〇
昌
）
”
ω
』
ひ
団
h
｛
・
）
。
更
に
、
Ω
o
置
・
。
o
げ
ヨ
こ
け
乙
≦
讐
①
ユ
Φ
＝
Φ
ω
旨
器
江
N
【
①
o
葺
（
閑
①
c
三
ω
ω
o
げ
三
N
p
。
霧
b
歪
。
ゴ
⊆
コ
住
Q
り
什
B
｛
H
①
〇
三
）
口
℃
鼠
㌧

　
　
ω
・
切
℃
1
贔
O
は
、
そ
の
中
間
的
性
格
を
、
独
自
な
法
分
野
を
認
め
る
こ
と
に
援
用
す
る
。
な
お
O
冨
ω
①
5
出
餌
昌
◎
σ
偉
。
ず
◎
①
ω
Q
o
一
門
錬
寓
o
N
①
ω
ω
Φ
ω
博

　
　
一
。
。
。
。
や
閏
”
Q
D
．
い
N
γ
も
公
訴
時
効
の
抗
弁
の
中
間
的
性
格
を
認
め
て
い
る
。

（
五
）
従
来
の
訴
訟
説
に
は
、
俄
に
賛
成
し
が
た
い
。
ピ
。
ロ
ユ
少
U
一
①
内
円
一
ヨ
ぎ
巴
〈
Φ
【
冒
げ
≡
昌
α
q
”
ω
寓
口
。
蹄
①
。
ず
岳
。
げ
①
〉
σ
冨
p
巳
信
昌
σ
q
①
P
国
①
津

　
　
ミ
。
。
㌧
ω
・
塔
h
h
．
巷
α
Q
D
●
一
〇
ひ
臨
h
●
は
、
時
効
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
折
衷
的
な
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の
効
果
は
、
刑
罰
請
求
権
の
消
滅
で

　
　
は
な
く
、
請
求
権
に
関
す
る
法
規
を
適
用
し
、
そ
れ
を
具
体
的
に
実
現
す
る
国
家
の
義
務
の
消
滅
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
追
行
の
義
務
が
消
滅

　
　
す
る
た
め
、
訴
訟
の
障
碍
と
な
る
と
す
る
。
国
家
の
義
務
が
消
滅
す
る
と
す
る
他
の
論
者
は
竃
・
幻
。
ω
①
昌
げ
自
σ
q
”
切
Φ
ぎ
似
σ
q
①
N
争
い
Φ
汀
。
＜
o
昌

　
　
島
Φ
昌
勺
8
N
Φ
ω
ω
＜
o
円
円
ω
ω
①
訂
鐸
昌
σ
q
①
P
N
ω
け
毛
こ
切
自
・
W
ひ
、
ω
脚
い
N
O
鴎
h
・
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
根
拠
は
、
刑
罰
権
は
、
訴
訟
に
よ
っ
て
は
じ
め

　
　
て
確
定
的
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
以
前
の
刑
罰
権
の
消
滅
は
認
め
が
た
い
と
す
る
。
二
つ
の
説
に
対
し
て
は
特
に
国
家
の
訴
迫
義
務
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、

1
党

　
　
が
消
滅
す
る
根
拠
が
不
明
な
ば
か
り
で
な
く
、
訴
追
義
務
と
い
う
概
念
が
訴
訟
法
上
認
め
ら
れ
る
か
に
も
疑
問
が
残
る
し
、
後
者
に
対
し
て
は
更
に

　
　
そ
れ
が
、
一
種
の
一
元
観
に
由
来
し
、
訴
訟
以
前
の
抽
象
的
刑
罰
権
の
存
在
を
直
ち
に
否
定
す
ζ
点
は
批
判
を
免
れ
な
い
。

　
　
　
次
に
ω
四
ロ
①
さ
O
；
昌
巳
①
α
q
①
コ
O
o
ω
℃
『
o
N
霧
巽
Φ
〇
三
9
一
〇
一
P
ω
’
切
切
一
は
、
時
効
に
よ
っ
て
請
求
権
が
な
く
な
る
の
で
は
な
く
、
訴
訟
に
よ

　
　
る
追
求
だ
け
が
否
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
時
間
の
経
過
に
よ
る
訴
追
利
益
の
消
滅
と
、
証
明
の
困
難
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
他

　
　
実
体
権
忙
関
係
な
く
公
訴
権
だ
け
が
消
滅
す
る
と
い
う
理
論
（
我
が
国
で
は
牧
野
・
前
掲
書
・
林
・
前
掲
書
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
U
。
§
①
巳
Φ
⊆
仙
①

　
　
＜
四
げ
円
。
ω
り
o
b
曹
9
什
こ
b
●
ひ
D
心
…
切
惹
p
。
ω
、
O
O
●
9
け
；
O
．
ゆ
ご
○
鋤
嘉
月
q
9
勺
み
9
ω
Φ
竃
ヨ
Φ
畑
野
一
お
傷
Φ
自
δ
は
忌
づ
巴
”
N
巴
ご
一
〇
器
M
℃
も
O
。
。
贈

　
　
O
琴
『
ρ
勺
は
且
ω
畠
①
母
。
は
書
判
自
口
①
㌍
凱
Φ
阜
二
一
り
切
許
P
P
圃
一
）
は
、
す
べ
て
実
体
権
を
実
現
す
る
利
益
や
必
要
が
喪
失
し
た
こ
と
、
証
拠
の

　
　
困
難
に
よ
っ
て
正
当
な
刑
罰
権
の
実
現
が
期
待
で
き
ぬ
こ
と
を
、
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
。

（
六
）
　
こ
の
理
由
は
、
公
訴
時
効
を
是
認
す
る
す
べ
て
の
実
体
説
・
混
合
説
・
訴
訟
説
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
豊
島
直
通
・
公
訴
の
時
効
を
設

　
　
け
た
る
理
由
・
豊
島
博
士
追
悼
論
文
及
遺
稿
集
・
昭
八
。
四
八
」
一
頁
参
照
。
　
〈
σ
Q
ピ
い
○
『
①
鵠
過
急
。
・
鋤
・
O
こ
ω
・
ゆ
O
h
h
旧
H
o
ロ
ユ
少
費
p
・
O
‘

　
　
ω
．
心
h
h
．

（
七
）
小
野
清
一
郎
・
刑
事
訴
訟
法
講
義
。
全
訂
三
版
（
昭
八
）
三
八
二
頁
。
団
勝
重
光
・
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
・
六
訂
版
（
昭
三
三
）
三
四
八
頁
。
井

　
　
上
正
治
・
前
掲
原
論
・
二
七
九
頁
。
青
柳
文
雄
。
全
訂
刑
事
訴
訟
法
通
論
・
下
（
昭
二
九
〉
四
七
二
頁
。
平
野
竜
一
・
刑
事
訴
訟
法
・
法
律
学
講
座

　
　
弘
文
堂
（
昭
二
九
）
八
九
頁
。
平
場
安
治
・
改
訂
刑
事
訴
訟
法
講
義
（
昭
二
九
）
三
九
】
頁
。
高
田
卓
爾
。
前
掲
教
科
書
三
八
九
頁
。
等
参
照
。
平

　
　
野
教
授
は
新
し
い
教
科
書
で
ザ
ウ
ア
ー
と
同
じ
（
Q
D
①
信
①
さ
〉
＝
α
q
Φ
ヨ
Φ
ぎ
①
Q
D
需
。
砕
①
。
げ
け
ω
冨
ぼ
①
＝
逡
9
ω
・
鴇
一
・
）
ド
イ
ツ
に
お
り
る
い
わ
ゆ
る
訴

　
　
訟
説
に
立
場
を
変
え
ら
れ
た
（
平
野
・
刑
事
訴
訟
法
・
法
律
学
全
集
・
昭
和
三
三
。
｝
五
三
頁
）
。

（
八
）
い
。
ニ
ユ
少
。
・
鋤
・
0
4
Q
っ
．
一
〇
9
幻
○
ω
Φ
昌
げ
。
憎
σ
q
u
自
。
●
鉾
○
這
ω
．
鴇
O
・

（
九
）
し
d
O
国
ω
け
悼
一
ω
宕
の
真
意
も
こ
こ
に
あ
り
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
〇
）
　
フ
ラ
ン
禿
単
命
直
後
の
立
法
、
い
。
Φ
三
p
α
q
博
9
・
四
●
O
‘
の
・
心
一
。
。
．

（
一
一
）
英
米
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
は
時
効
は
な
い
が
制
定
法
に
よ
る
起
訴
の
制
限
が
あ
る
。
o
h
・
ω
郎
ε
け
①
o
h
ニ
二
一
冨
江
。
旨
ω
℃
姦
》
ヨ
①
ユ
8
⇔

　
　
一
日
ユ
ω
b
H
自
O
①
隣
。
①
伽
切
心
ド
b
・
切
一
2
●
ω
①
ρ
∴
ゆ
O
》
．
い
幻
．
酋
口
口
○
冨
9
F
7
心
誘
雲
．
ω
①
ρ
∴
囚
Φ
昌
旨
団
ω
O
言
一
ヨ
Φ
o
｛
〇
ニ
ヨ
ぎ
巴
δ
芝
導
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並
置
P
冒
．
【
念
ω
…
》
・
］
≦
●
≦
日
一
ω
ゴ
葭
ρ
O
ユ
ヨ
ぎ
9
。
一
℃
8
0
①
自
ロ
『
ρ
富
合
9
戸
一
…
b
d
o
≦
①
亭
渕
。
≦
言
昌
斜
O
ユ
門
口
ぎ
9
。
一
b
円
0
8
①
α
ぎ
σ
q
ω
o
旨

　
　
　
　
ぎ
象
9
ヨ
①
ヨ
四
昌
ら
ぎ
h
自
戸
口
酔
ざ
P
N
昌
ユ
。
α
こ
同
一
P
Ψ
ひ
一
…
Ω
四
『
亘
＝
9
昌
畠
げ
o
o
昇
o
h
6
ユ
ヨ
ー
ロ
巴
℃
目
o
o
①
α
⊆
「
ρ
一
℃
一
。
。
”
℃
．
一
巷
●

　
　
　
　
　
古
代
及
び
中
世
ド
イ
ツ
法
（
カ
ノ
ン
法
・
カ
ロ
リ
ナ
法
等
）
に
は
時
効
は
な
い
。
ロ
ー
マ
法
の
時
効
が
慣
習
的
に
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
時
効
に
類

　
　
　
　
似
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
　
国
帥
ω
・
U
9
。
ω
ω
球
9
。
蹄
①
o
葺
α
①
ω
“
①
三
ω
o
げ
。
コ
ζ
一
茸
8
一
阿
叔
ω
・
一
露
9
ω
．
合
切
h
h
．
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
む
　
す
　
び

　
　
　
公
訴
時
効
は
、
通
説
（
混
合
説
）
に
よ
る
と
、
一
方
で
は
実
体
的
刑
罰
権
の
消
滅
原
因
で
あ
り
、
他
方
で
は
訴
訟
条
件
と
し
て
実
体
審

　
判
の
条
件
で
あ
る
。
こ
こ
に
免
訴
の
性
格
に
つ
い
て
争
の
生
じ
る
原
因
が
あ
っ
た
。
・
と
こ
ろ
が
、
公
訴
時
効
は
、
実
体
権
の
消
滅
に
も
と

　
　
ず
く
消
極
的
実
体
審
判
条
件
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
本
来
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
理
由
で
あ
る
時
の
経
過
と
共

　
　
に
、
可
罰
性
が
減
少
し
（
実
体
的
な
も
の
）
採
証
上
の
困
難
が
増
す
（
訴
訟
的
な
も
の
）
こ
と
は
、
具
体
的
に
観
察
す
れ
ば
、
す
べ
て
の

　
　
場
合
に
生
じ
る
現
象
で
は
な
い
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
体
的
刑
罰
権
が
、
時
の
経
過
の
み
に
よ
っ
て
一
律
に
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
は

　
　
考
え
難
く
な
る
。
ま
た
そ
の
場
合
に
、
訴
追
だ
け
が
不
当
に
な
る
理
由
も
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
訴
追
が
禁
止
さ
れ
る
理
由
は
、
実
休
権

　
　
実
現
の
必
要
性
（
可
罰
性
）
や
可
能
性
（
証
明
可
能
）
に
関
係
な
く
、
起
訴
の
自
由
を
時
間
的
に
制
限
し
て
お
く
方
が
、
国
家
の
権
力
の

　
　
復
使
を
よ
り
合
理
的
に
な
ら
し
め
る
（
事
件
処
理
遅
延
と
起
訴
濫
用
の
防
止
）
と
い
う
認
識
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
さ
い
ご
に
、
以
上
’
で
ふ
れ
る
余
裕
の
な
か
っ
た
判
決
の
二
重
性
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
わ
た
く
し
は
公
訴
の
時
効
は
実
体
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
　
消
滅
原
因
で
は
な
い
と
す
る
の
で
、
公
訴
時
効
に
関
す
る
限
り
、
免
訴
は
、
そ
の
性
格
と
し
て
形
式
裁
判
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
反

　
　
し
、
有
罪
判
決
は
、
二
重
性
を
も
つ
。
　
す
な
わ
ち
、
有
罪
判
決
に
は
、
実
体
法
的
に
公
訴
に
理
由
の
有
る
こ
と
の
判
断
の
ほ
か
に
、
更

　
　
に
∴
訴
訟
条
件
に
つ
い
て
・
証
拠
に
よ
る
蕩
的
判
断
が
含
ま
れ
て
い
る
・
か
く
し
て
有
罪
判
決
は
・
形
式
的
に
も
実
体
的
に
も
訴
追
が

説　
　
正
当
で
あ
る
こ
と
を
判
断
し
た
上
で
、
被
告
入
に
刑
罰
を
言
渡
す
裁
判
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
有
罪
判
決
は
、
実
休
裁

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
）

　
判
で
あ
る
と
共
に
、
か
く
れ
た
形
式
裁
判
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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，
説

　
わ
た
く
し
は
、
訴
訟
条
件
を
訴
追
の
形
式
的
正
当
性
の
条
件
、
実
体
的
条
件
を
訴
追
の
実
体
的
正
当
性
の
条
件
と
考
え
、
両
者
は
相
互

に
独
立
な
条
件
と
し
て
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
も
の
と
考
え
、
こ
の
考
え
を
基
礎
に
し
て
、
公
訴
時
効
を
考
え
て
い
る
。
有
罪
判
決

の
二
重
性
も
そ
の
一
つ
の
結
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
基
礎
と
し
て
い
る
考
え
が
、
ど
こ
ま
で
有
効
な
も
の
で
あ
る
か
に

つ
い
て
は
、
未
だ
充
分
な
確
信
は
な
い
。
た
だ
、
公
訴
時
効
に
関
す
る
限
り
で
は
、
こ
の
立
場
か
ら
、
従
来
の
理
論
と
は
異
っ
て
そ
の
訴

訟
条
件
と
し
て
の
意
味
を
、
幾
分
な
り
と
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
（
一
）
　
こ
の
免
訴
は
形
式
裁
判
で
あ
る
か
ら
実
体
的
確
定
力
の
消
極
的
効
果
と
し
て
の
再
訴
禁
止
の
効
力
を
も
た
な
い
。
た
と
え
ば
、
失
火
と
し
て
起
訴

、v

@
し
、
公
訴
時
効
の
免
訴
の
判
決
を
う
け
た
と
し
て
も
、
放
火
と
し
て
起
訴
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
実
体
権
の
不
存
在
を
理
由
に
し
た
裁
判
で
は

　
　
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
免
訴
に
も
、
全
く
同
じ
こ
と
に
つ
い
て
は
二
度
と
判
断
は
し
な
い
と
い
う
一
回
性
の
原
則
目
一
事
不
再
理
の
原
則
は
認

　
　
め
る
べ
き
で
あ
る
（
＜
σ
q
い
じ
d
α
葺
g
Φ
さ
寄
三
の
ゴ
Φ
じ
d
Φ
ぎ
鋤
σ
q
Φ
豊
［
①
耳
Φ
く
8
α
Φ
『
冒
讐
g
亀
窪
寄
。
三
ω
ζ
簿
2
一
潟
9
。
。
』
O
一
h
h
・
）
。

　
　
故
に
放
火
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
件
が
、
失
火
と
し
て
免
訴
に
な
っ
た
後
、
再
び
同
じ
放
火
と
し
て
起
訴
さ
れ
れ
ば
、
公
訴
棄
却
の
裁
判
に
よ
っ
て

　
　
，
後
訴
に
対
す
る
判
断
は
遮
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
野
と
同
一
の
訟
訴
（
同
一
性
あ
る
事
実
に
対
す
る
異
っ
た
再
訴
で
は
な
い
）
が
前
訴
に
対
す
る

　
　
刑
訴
裁
判
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
る
の
は
、
一
事
不
再
理
の
原
則
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
効
力
で
あ
っ
て
、
裁
判
の
内
容
的
な
積
極
的
拘
束
力
の
た
め

　
　
で
は
な
い
と
息
う
（
反
対
。
田
宮
裕
「
刑
事
訴
訴
法
に
お
け
る
一
事
不
再
理
の
効
力
」
法
協
・
七
五
巻
・
三
号
・
六
四
頁
以
下
・
四
号
・
三
三
頁

　
　
以
下
・
七
六
巻
・
一
号
・
一
七
頁
以
下
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
公
訴
時
効
の
判
断
の
と
き
に
実
体
に
つ
い
て
判
断
が
あ
っ
た
と
し
て
も

　
　
そ
れ
を
実
体
的
確
定
力
と
考
え
な
い
で
よ
い
（
平
野
竜
一
・
刑
事
訴
訟
法
・
法
律
学
講
座
・
昭
二
九
・
九
一
頁
・
参
照
）
。

　
〈
二
）
　
こ
の
点
勺
Φ
什
Φ
『
9
U
冨
勺
①
益
一
一
①
一
面
鉱
け
く
o
p
勺
『
o
N
Φ
ω
ψ
賃
昌
畠
ω
①
o
げ
Φ
昌
α
u
・
o
げ
⑦
乙
口
口
σ
q
①
P
ひ
Q
。
N
ω
一
滴
ω
’
切
竃
諏
●
に
示
唆
を
う
け
た
Q

　
　
我
が
国
で
は
形
式
裁
判
と
い
う
場
合
の
形
式
と
い
う
言
葉
は
、
二
つ
の
違
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
て
き
た
ど
い
え
る
。
一
つ
は
、
一
見
し
て
明
自
で

　
　
そ
の
判
断
に
実
体
審
理
を
不
要
と
す
る
と
い
う
意
味
で
、
他
は
、
刑
事
責
任
の
存
否
に
関
係
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
免
訴
の
裁
判
は
、
公
訴

　
　
時
効
に
二
重
的
性
格
が
な
い
と
す
れ
ば
、
後
者
の
意
味
で
は
、
常
に
形
式
裁
判
と
い
え
る
。
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